
事務 ト

経

0 0.00 0.00 0

費

.00 0.00 0.0

[

0 0.00

主な予算内

長

訳
【令和6年度】消耗

期

品費７８８千円、シス

総

テム委託料５，５７０

合

千円

計画

３

]

　目標及び実績
指標名

そ

単位 令和04年度 令和

の

05年度 令和06年度

他

令和07年度 令和08

分

年度

活
動
指
標

例規集の

野

更新
回

目標値 4 4 ４ ４

別

実績値 4 4 ４

達成度(

目

%) 100% 100%

標

100% % %

目標値

実

９

績値

達成度(%)

成
果

８

指
標

更新にかかる日数

体

（少ない方が良い）
日

系

目標値 320 320 3

外

20

実績値 295 34

事

2 459

達成度(%)

業

100% 93% 70%

区

% %

目標値

実績値

達成

分

度(%)

(2)
自治事務 法定受託事務

その他

政　策 ９８
体系外 会計 一般会計

款 総務費

施　策 ９８
体系外 会計・ 項 総務管理費

予算区分 目 文書費

取組方針 ９８
体系外 大事業 例規

事

事業

中事業 例規管理事業

事業種別 継続 関連個別計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 総務課 杉本　充哉 435-1018

事業実施の根拠法令 関連課

１　事業内容
（「誰・何」

業

をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

　市民及び職員に例規情報を提供する。 　法律等の改正に迅速に対応するには必要不可欠である電子データ化した例規集により市民及び職員に情

報を提供する。

事

チ

業
内
容

令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度 令和08年度

　例規集のデータ更新及び追 　例規集のデータ更新及び追 　例規集のデータ更新及び追 　例規集のデータ更新及び追

録を発行する。 録を発行する。 録

ェ

を発行する。 録を発行する。

２　事業コスト

事業費等（千円）
令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度

事

令和08年度

当初予算

ッ

務

決算 当初予算 決算 当初

事

予算 決算 当初予算 決算

業

計画 決算

事業費 6,3

N

39 6,284 6,3

o

33 6,414 6,3

事

58 6,346 6,4

業

25 0 6,425 0

伸

名

び率（％） △0.3%

[

0.5% △0.1% 2

事

.1% 0.4% △1.

ク

業

1% 1.1% △100

基

% 0% 0%

人件費
正規

本

職員 36,303 36

情

,226 35,656

報

35,500 35,6

]

88 40,908 0 0

2

0 0

正規職員以外 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

小計

6

36,303 36,2

2

26 35,656 35

シ

6

,500 35,688

例

40,908 0 0 0 0

規

国庫支出金 0 0 0 0 0

管

0 0 0 0 0

県支出金 0

理

0 0 0 0 0 0 0 0 0

市

事

　　債 0 0 0 0 0 0 0

業

0 0 0

そ の 他 0 0

事

0 0 0 0 0 0 0 0

一般

業

財源（税等） 6,33

区

9 6,284 6,33

ー

分

3 6,414 6,35

(

8 6,346 6,42

1

5 0 6,425 0

所要

)

人数 正規職員 4.68

事

4.67 4.58 4.

業

56 4.58 5.25

経

0.00 0.00 0.

費

00 0.00

（人） 正

管

規職員以外 0.00 0

理

.00 0.00 0.0



性]事業手段は妥当か ○ 現行の手段でよい 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む 中長期的に取り組む ○ 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない ○ できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 重要かつ高い貢献度がある ○ 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか できない ○ 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し 適正 ○ 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

例規情報については、加除式の書籍である例規集（１～６巻）と、インターネット版のものを提供しており、改正例規の多

寡により更新時期が前後するものの、

４

おおむね適切な時期に

　

更新し、情報提供がで

事

きている。

担当課評価

業

の根拠

例規に係る委託

の

料については、毎年見

評

直し（加除式の部数削

価

減，ＣＤ版例規集の削

評

減等）を行うことで年

価

々委託料を減額し

てき

基

たところ。更なる見直

準

しをするためには、現

[

在の例規情報の提供方

妥

法の見直し（例えば加

当

除式の全廃）をする必

性

要があ

るが、現時点で

]

ニーズがあるため、そ

事

こまでの見直しは考え

業

ていない。

改善につい

の

ては、年４回更新する

ニ

例規情報の提供時期を

ー

早く更新するように事

ズ

務の見直しに努めてお

は

り、平成２７年度：４

あ

見直し・改善内容 ５４

る

日、平成２８年度：５

か

６４日の日数がかかっ

増

ていたものが、令和２

加

年度：３８３日、令和

し

３年度：２７７日、令

て

和４年

度：２９５日、

い

令和５年度３４２日、

る

令和６年度４５９日で

○

あった。

横ばい 減少している

[妥当



事務 ト

費

94 0 1,094 0

一

[

般財源（税等） 93 △

長

23 305 211 15

期

7 △79 385 0 38

総

5 0

所要人数 正規職員

合

0.77 1.00 0.

計

61 0.81 0.81

画

0.96 0.91 0.

]

00 0.91 0.00

そ

（人） 正規職員以外 0

の

.00 0.00 0.0

他

1 0.00 0.00 0

分

.00 0.00 0.0

野

0 0.00 0.00

主

別

な予算内訳
委託料98

目

7千円

標 ９８

３　目標及び実績
指標

体

名 単位 令和04年度 令

系

和05年度 令和06年

外

度 令和07年度 令和0

事

8年度

活
動
指
標

計量器

業

の検査台数
台

目標値

実

区

績値 624 608 68

分

9

達成度(%) % % %

(

% %

適正計量管理事業

2

所
件

目標値

実績値 9 1

)

3

達成度(%) % % %

自

% %

成
果
指
標

計量器の

治

検査手数料
円

目標値

実

事

績値 1,121,99

務

0 1,021,530

○

1,307,620

達

法

成度(%) % % % % %

定

適正計量管理事業所指

受

定申請手数料
円

目標値

託

実績値 66,600 7

事

,400 22,200

務

達成度(%) % % % %

そ

%

の他

政　策 ９８
体系外 会計 一般会計

款 総務費

施　策 ９８
体系外 会計・ 項 市民生活費

予算区分 目 計量費

取組方針 ９８
体系外 大事業 計量

事

事業

中事業 計量事務事業

事業種別 継続 関連個別計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 市民自治振興課 建畠　彩美 435-1045

事業実施の根拠法令 計量法 関連課

１　事業内

業

容
（「誰・何」をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

適正な計量の実施を確保するための定期検査、立入検査及び計量知識 計量法の規定により取引又は証明に使用されている計量器（ハカリ）について

チ

、その精度を確保するため

向上を図る。 、定期検査を行う。

事
業
内
容

令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度 令和08年度

計量器の持込検査、所在場所 計量器の持込検査、所在場所 計量器の持込検査、所在場所

ェ

計量器の持込検査、所在場所 計量器の持込検査、所在場所

検査及び立入検査、特定計量 検査、特定計量器検査、量目 検査、特定計量器検査、量目 検査、特定計量器検査、量目 検査、特定計量器検査、量

事

目

器検査、量目検査 検

ッ

務

査 検査 検査 検査

事業No

２　事業コ

事

スト

事業費等（千円）

業

令和04年度 令和05

名

年度 令和06年度 令和

[

07年度 令和08年度

事

当初予算 決算 当初予算

ク

業

決算 当初予算 決算 当初

基

予算 決算 計画 決算

事業

本

費 1,238 1,16

情

5 1,389 1,23

報

9 1,469 1,25

]

0 1,479 0 1,4

1

79 0

伸び率（％） △

7

19.6% 0.3% 1

0

2.2% 6.4% 5.

計

8% 0.9% 0.7%

シ

量

△100% 0% 0%

人

事

件費
正規職員 5,97

務

3 7,757 4,74

事

9 6,306 6,31

業

2 7,481 7,09

事

1 0 7,091 0

正規

業

職員以外 0 0 50 0 0

区

0 0 0 0 0

小計 5,9

分

73 7,757 4,7

(

99 6,306 6,3

ー

1

12 7,481 7,0

)

91 0 7,091 0

国

事

庫支出金 0 0 0 0 0 0

業

0 0 0 0

県支出金 0 0

経

0 0 0 0 0 0 0 0

市　

費

　債 0 0 0 0 0 0 0 0

○

0 0

そ の 他 1,1

管

45 1,188 1,0

理

84 1,028 1,3

経

12 1,329 1,0



性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい ○ 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき ○ 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む ○ 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか できる ○ あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 重要かつ高い貢献度がある ○ 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し ○ 適正 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

適正な計量の確立により、市民生活の安全・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与している。

担当課評価の根拠

全国特定市計量行政協議会会議を通じて他

４

都市との連携を高め、

　

情報交換を行い計量知

事

識や検査技術の向上に

業

努め、計量行

政に反映

の

する。

見直し・改善内

評

容

価
評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している ○ 横ばい 減少している

[妥当



事務 ト

経

関係法令に基づ 指導、

費

その他関係法令に基づ

[

指導、その他関係法令

長

に基づ 指導、その他関

期

係法令に基づ 指導、そ

総

の他関係法令に基づ

く

合

認定、届出に伴う審査

計

指導 く認定、届出に伴

画

う審査指導 く認定、届

]

出に伴う審査指導 く認

そ

定、届出に伴う審査指

の

導 く認定、届出に伴う

他

審査指導

分野別目

２　事業コスト

事

標

業費等（千円）
令和0

９

4年度 令和05年度 令

８

和06年度 令和07年

体

度 令和08年度

当初予

系

算 決算 当初予算 決算 当

外

初予算 決算 当初予算 決

事

算 計画 決算

事業費 7,

業

573 6,712 7,

区

718 7,226 7,

分

849 7,274 7,

(

826 0 7,826 0

2

伸び率（％） △5.6

)

% △8.9% 1.9%

自

7.7% 1.7% 0.

治

7% △0.3% △10

事

0% 0% 0%

人件費
正

務

規職員 87,810 8

法

9,361 83,53

定

4 84,857 84,

受

933 87,193 9

託

3,894 0 93,8

事

94 0

正規職員以外 3

務

,720 3,188 2

そ

,399 2,399 1

の

,980 1,980 0

他

0 0 0

小計 91,53

政

0 92,549 85,

　

933 87,256 8

策

6,913 89,17

９

3 93,894 0 93

８

,894 0

国庫支出金

体

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

系

県支出金 425 403

外

437 374 421 2

会

48 385 0 385 0

計

市　　債 0 0 0 0 0 0

一

0 0 0 0

そ の 他 1

般

6,802 20,39

会

6 19,135 16,

計

854 18,062 1

款

9,006 18,29

土

0 0 18,290 0

一

木

般財源（税等） △9,

費

654 △14,087

施

△11,854 △10

　

,002 △10,63

策

4 △11,980 △1

９

0,849 0 △10,

８

849 0

所要人数 正規

体

職員 11.32 11.

系

52 10.73 10.

外

90 10.90 11.

会

19 12.05 0.0

計

0 12.05 0.00

・

（人） 正規職員以外 1

項

.14 0.86 0.4

都

8 0.48 0.48 0

市

.48 0.00 0.0

計

0 0.00 0.00

主

画

な予算内訳
附属機関委

費

員報酬費504千円、

予

機械等保守委託料81

算

4千円、システム使用

区

料1,483千円

分 目 建

３　目標及

築

び実績
指標名 単位 令和

指

04年度 令和05年度

導

令和06年度 令和07

費

年度 令和08年度

活
動

取

指
標

定期報告督促件数

組

件
目標値 157 124

方

227

実績値 157 1

針

24 227

達成度(%

９

) 100% 100% 1

８

00% % %

目標値

実績

体

値

達成度(%)

成
果
指

系

標

定期報告報告件数
件

外

目標値 1700 175

大

0 1850

実績値 15

事

28 1564 1690

業

達成度(%) 89.8

事

建

% 89.3% 91.3

築

% % %

目標値

実績値

達

指

成度(%)

導事業

中事業 建築指導事業

事業種別 継続 関連個別計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 建築指導課 辻本　暢紀 073-435-1100

事業実施の根拠法令 建築基準法、建築基準法施行条例 関連課

業

１　事業内容
（「誰・何」をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

建築基準法に規定する特定行政庁として行う建築行政一般及び、関係 建築基準法に規定する特定行政庁とし

チ

て行う建築行政一般及び、関係法令に基づく許認可事務に要する課

法令に基づく許認可事務 の運営経費

事
業
内
容

令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度 令和08年度

・建築確認、検査、完了検査 ・建築確認、検

ェ

査、完了検査 ・建築確認、検査、完了検査 ・建築確認、検査、完了検査 ・建築確認、検査、完了検査

等の建築主事に係る事務・建 等の建築主事に係る事務・建 等の建築主事に係る事務 等の建築主事に係

事

る事務 等の建築主事に

ッ

務

係る事務

築許可、認定

事

、承認、道路位 築許可

業

、認定、承認、道路位

N

・建築許可、認定、承

o

認、道 ・建築許可、認

事

定、承認、道 ・建築許

業

可、認定、承認、道

置

名

指定等の特定行政庁に

[

係る 置指定等の特定行

事

政庁に係る 路位置指定

ク

業

等の特定行政庁に 路位

基

置指定等の特定行政庁

本

に 路位置指定等の特定

情

行政庁に

許可事務・既

報

存建築物に対す 許可事

]

務・既存建築物に対す

1

係る事務・既存建築物

0

に対す 係る事務・既存

0

建築物に対す 係る事務
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適正維持管理の指導と
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定期 る適正維持管理の
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指導と定期 る適正維持

指

管理の指導と定期 る適
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正維持管理の指導と定

事

期 る適正維持管理の指

業
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報告の受理、

事

違反建築物及び 報告の

業

受理、違反建築物及び

区

報告の受理、違反建築

ー

分

物及び 報告の受理、違

(

反建築物及び 報告の受

1

理、違反建築物及び

、

)

指定確認検査機関に対

事

する 、指定確認検査機

業

関に対する 、指定確認

経

検査機関に対する 、指

費

定確認検査機関に対す

管

る 、指定確認検査機関

理

に対する

指導、その他



性]事業手段は妥当か ○ 現行の手段でよい 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む ○ 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか ○ できる あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 ○ 重要かつ高い貢献度がある 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し ○ 適正 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

建築基準法に規定する特定行政庁として行う建築行政一般及び、関係法令に基づく許認可事務を継続して行うことに加え、

建築物の維持保全や定期報告制度に加

４

え、違反建築物の指導

　

等の徹底を目指す。

担

事

当課評価の根拠

令和元

業

年度より、定期報告未

の

報告者に対して督促を

評

実施し、健全な建築物

価

の維持保全を促し、報

評

告率の増加に繋げる。

価

見直し・改善内容

基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している ○ 横ばい 減少している

[妥当


